
宮崎県都城市（一般市）

【照会先】福祉課・０９８６－３４－０９６３

令和４年４月 事業開始

家計改善支援事業

人口 160,585人 保護率 1.01％

新規相談受付件数（人口10万人当たり） 50.2／月

プラン作成件数（人口10万人当たり） 3.2／月

就労支援対象者数（人口10万人当たり） 3.2／月

任意事業等の実施状況

支援会議 就労準備 家計改善 シェルター 地域居住 子ども

○ × ○ × × ×

１．基本情報

２．支援状況

３．事業の概要等

実施方法
・委託（都城市社会福祉協議会）
・自立相談支援事業・家計改善支援事業も同一の事業者に
委託し、一体的に実施。

事業概要

・家計改善支援員１名を配置。
・生活困窮者のうち家計管理の課題のある相談者に対して、
家計再生プランを作成し、家計管理に関する支援、滞納の
解消や各種給付制度等の利用に向けた支援、債務整理に
関する支援、貸付のあっせん等を行う。

事業費 5,680千円

その他
特記事項

・相談者の状況に合わせた各種支援（貸付、就労支援、フード
バンク、セーフティネット等）を活用している。

４．事業の立ち上げプロセス

開
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自治体向け研
修に参加
【15ヶ月前】

・自治体・支援員向けコンサルティング事業研修に参加し、
具体的な対象者像、支援のプロセスの実際をつかむこと
ができた。
・短期集中の伴走型支援の効果や自立相談支援事業・庁内
関係課、その他関係機関等との連携について検討した。
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庁内の財政部
局との調整
【８ヶ月前】

・予算要求に当たり、庁内の財政部局から、事業の必要性
と効果について定量的に示すよう指摘あり。
⇒全国の実施状況の情報や自立支援相談の事例検証につい
て説明。困窮状態が比較的軽症のうちに、早期に介入し
ていくことでより効果を発揮するものとし、過去の就労
支援対象者の実績から、支援対象者の数を具体的に示し、
理解を得た。

委託先の検討
【３ヶ月前】

・委託先については、先に自立相談支援事業を委託してい
た都城市社会福祉協議会への委託を検討。
・家計改善支援事業については、自立相談支援事業との連
携を図りつつも業務を明確にする実施体制を協議した。

自立相談支援事業の相談対応件数は年々増加傾向にあり、新型
コロナウイルス感染症の影響により大幅な相談増となった。お
金に直結する相談事が多く、令和元年度が約４割から令和２年
度は約７割にまで増加。就労支援のみでは根本的な困窮改善に
つながらないケースも多く、家計改善の必要があったことから
事業実施を決定。

（令和５年４月１日現在）

（令和３年度）

（令和５年度）

（令和５年度（予定））

【課題別分類】①

新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、借金返済や滞納税に
関するそ相談、家賃・ローン・子どもの教育費に関する相談が多い
状況の中、家計改善の必要性が明らかになっている。
家計再生プランの作成数としては、目標値に達しておらず、家計に
介入することの困難さがある。プラン作成から支援に向けた相談者
との信頼関係や関係機関との連携が不可欠である。


